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港
湾
法
施
行
規
則
及
び
港
湾
計
画
の
基
本
的
な
事
項
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
国
土
交
通
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

港
湾
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
九
十
八
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
港
湾
計
画
の
軽
易
な
変
更
）

（
港
湾
計
画
の
軽
易
な
変
更
）

第
一
条
の
六

法
第
三
条
の
三
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
易
な
変
更
は
、

第
一
条
の
六

法
第
三
条
の
三
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
易
な
変
更
は
、

当
該
港
湾
計
画
に
つ
い
て
の
港
湾
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
四
号
。
以
下

当
該
港
湾
計
画
に
つ
い
て
の
港
湾
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
四
号
。
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
四
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち

「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
四
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち

次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
係
る
変
更
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
係
る
変
更
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

第
十
五
条
の
十
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
（
利
用
形
態
の
変
更

五

第
十
五
条
の
十
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
（
利
用
形
態
の
変
更

に
よ
り
第
十
五
条
の
十
第
一
項
及
び
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
係
留
施
設
と
な
る

に
よ
り
第
十
五
条
の
十
第
一
項
及
び
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
係
留
施
設
と
な
る

も
の
を
含
む
。
）
の
利
用
形
態
に
関
す
る
事
項
の
変
更
（
当
該
施
設
に
係
る
港
湾

も
の
を
含
む
。
）
の
利
用
形
態
に
関
す
る
事
項
の
変
更

の
効
率
的
な
運
営
に
関
す
る
事
項
の
変
更
を
含
む
。
）

六

（
略
）

六

（
略
）
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○

港
湾
計
画
の
基
本
的
な
事
項
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
九
年
運
輸
省
令
第
三
十
五
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
港
湾
計
画
の
方
針
）

（
港
湾
計
画
の
方
針
）

第
三
条

港
湾
の
開
発
、
利
用
及
び
保
全
並
び
に
港
湾
に
隣
接
す
る
地
域
の
保
全
の
方

第
三
条

港
湾
の
開
発
、
利
用
及
び
保
全
並
び
に
港
湾
に
隣
接
す
る
地
域
の
保
全
の
方

針
は
、
自
然
条
件
、
港
湾
及
び
そ
の
周
辺
地
域
の
経
済
的
及
び
社
会
的
条
件
、
港
湾

針
は
、
自
然
条
件
、
港
湾
及
び
そ
の
周
辺
地
域
の
経
済
的
及
び
社
会
的
条
件
、
港
湾

及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
交
通
の
状
況
、
港
湾
及
び
そ
の
周
辺
の
自
然
的
環
境
及
び

及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
交
通
の
状
況
、
港
湾
及
び
そ
の
周
辺
の
自
然
的
環
境
及
び

生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
、
漁
業
に
及
ぼ
す
影
響
等
を
考
慮
し
て
、
適
切
な
も
の
と

生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
、
漁
業
に
及
ぼ
す
影
響
等
を
考
慮
し
て
、
適
切
な
も
の
と

な
る
よ
う
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
方
針
を
一
体
的
か
つ
総
合
的
に
定
め
る

な
る
よ
う
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
方
針
を
一
体
的
か
つ
総
合
的
に
定
め
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

港
湾
の
効
率
的
な
運
営

六
・
七

（
略
）

五
・
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
港
湾
の
効
率
的
な
運
営
）

第
十
四
条
の
二

港
湾
の
効
率
的
な
運
営
に
関
す
る
事
項
は
、
港
湾
及
び
そ
の
周
辺
地

域
に
お
け
る
土
地
利
用
及
び
事
業
活
動
の
状
況
、
港
湾
施
設
の
利
用
状
況
等
を
考
慮

し
て
、
港
湾
の
効
率
的
な
運
営
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
民
間
の
能
力
を
活

用
し
た
港
湾
の
運
営
そ
の
他
の
港
湾
の
効
率
的
な
運
営
に
関
す
る
取
組
及
び
こ
れ
を

実
施
す
る
区
域
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。


